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はじめに  

 

地方分権の進展により、地方公共団体の自己決定・自己責任の範囲が

拡大する中で、議会の果たすべき役割と責務は益々重要なものになって

きており、市民の福祉の向上と将来のまちづくりに向けて、意思決定機

関及び行政の監視機関としての役割を十分に発揮することが求められて

います。  

市民の代表として選ばれた議員は、市民の代弁者であるとともに、市

民協働のまちづくりを実現するために、市民への情報発信と意見の収集

を積極的に行い、政策立案能力の向上に努め、あわせて議会での意思決

定に関する説明責任を果たす必要があります。  

鹿島市議会基本条例（以下「条例」という。）は、開かれた議会を推

進し、議会運営の基本的事項を定め、議会の役割と活動の指針を明確に

することを目的に平成２２年９月に制定されました。  

さらに、平成３１年３月には、条例の目的が達成されているかどうか

を検証するために、任期末に活動報告書を作成するよう規定が見直され

たところです。  

この活動報告書は、条例第２１条第１項の規定により、議員の任期中

の活動について、条例の目的が達成されているかどうかを検証するため

に作成したものです。  

この活動報告書を通じて、議会活動が、市民の負託に応え、市政にど

のように反映されているかを知る機会となれば幸いです。  

今後も、より良い鹿島市を目指し、議会の役割と責務を果たすととも

に、市民に開かれた議会の実現に向けて、積極的に取り組んでまいりま

す。  

 

 

令和５年４月            

鹿島市議会議長  角田一美  
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鹿島市議会議員名簿 

                      ※議席番号順  

平成３１年４月２１日選挙 

定数１６名（立候補者１８名） 

任期：平成３１年４月３０日～令和５年４月２９日 

氏   名  在  任  期  間  

中 村 日出代 任期に同じ  

池 田 廣 志 任期に同じ  

髙 松 昭 三 平成３１年４月３０日～令和２年６月８日 

杉 原 元 博 任期に同じ  

樋󠄀 口 作 二 任期に同じ  

中 村 和 典 任期に同じ  

中 村 一 尭 任期に同じ  

稲 富 雅 和 平成３１年４月３０日～令和４年３月８日 

勝 屋 弘 貞 任期に同じ  

伊  東   茂 任期に同じ  

松 尾 勝 利 平成３１年４月３０日～令和４年１月１１日 

徳 村 博 紀 任期に同じ  

福  井   正 任期に同じ  

松 尾 征 子 任期に同じ  

松 田 義 太 任期に同じ  

角 田 一 美 任期に同じ  

  

平成４年４月２４日補欠選挙 

定数３名（立候補者４名） 

任期：令和４年４月２５日～令和５年４月２９日 

氏   名  在  任  期  間  

西   一  郎 任期に同じ  

宮 崎 幸 宏 任期に同じ  

笠 継 健 吾 任期に同じ  
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１  議案審議の状況  

 （条例第３条第２号及び第３号、第５条第３項、第６条第３項及び第１１条関係）  

   

市の施策に対する意思決定を行う議決機関として、市政運営状況の監

視及び評価を行うとともに、市長等が提案する計画、政策、施策、事

業等 (以下「政策等」という。 ) について、政策等の水準を高めるた

め、市長等に対して、背景、経緯、関係法令等、財源措置、将来負

担、効果等の説明を求めました。  

また、市政全般についての課題及び  

市民の意見、要望等の政策形成への  

反映に努めました。  

予算及び決算の審議に当たっては、  

分かりやすい施策別又は事業別の説明を  

求めてきました。  

 

議決状況                      （単位：件）  

 

請願の審議結果                    （単位：件）  

年 度 
件    数 審  議  結  果 

新 規 継 続 合 計 採 択 不採択 撤 回  継続審査 審議未了 

令和元年度     1  1 1     

令和２年度         

令和３年度         

令和４年度         

 

 

年 度 

付   議   事   件   
 
 

件 

数 

計 

結     果 

市 長 提 出 議 員 提 出  
 

原
案
可
決 

 
 

原
案
同
意 

 
 

承 

認 

 
 

認 

定 

 
 

継
続
審
査 

 
 

否 

決 

報
告
・諮
問
・選
挙
ほ
か 

条 
例 

予 

算 

決 

算 

そ
の
他
議
案 

報 

告 

条 

例 

意
見
書 

決 

議 
 

動 

議 

選
挙
ほ
か 

令和元年度 24 22 7 11 9  3  2 9 87 53 5 3 7   19 

令和２年度 16 29 6 18 6  3   2 80 61  5 6   8 

令和３年度 22 29 6 23 6  2 1  1 90 49 15 2 6   18 

令和４年度 26 23 6 22 10 2 2   2 93 62 9 3 6   13 
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２  一般質問の状況  

 （条例第３条第３号、第６条第３項及び第１０条関係）  

  

一般質問を通して、市政全般についての課題及び市民の意見、要望等

を政策形成に反映させるとともに、市政の発展のため、政策立案及び

市長等への政策提言に取り組みました。  

 

 質問者数                （単位：人）  

年度  
定  例  会  

計  
６月  ９月  １２月  ３月  

令和元年度 10 10 10 中止※  30 

令和２年度 10 12 10 11 43 

令和３年度 9 10 12 9 40 

令和４年度 12 13 12 12 49 

 ※令和元年度３月定例会の一般質問は、新型コロナウイルス感染  
症拡大防止のため中止しました。  

 

 

３  議員提案議案  

 （条例第３条第３号、第６条第３項及び  

第１０条関係）  

 

市政全般についての課題及び市民の意  

 見、要望等を政策形成に反映させるとと  

 もに、市政の発展のため、政策立案及び  

市長等への政策提言に取り組みました。  

 

 条例  

件    名  議決年月日  

鹿島市監査委員条例の一部を改正する条例 令和４年１０月５日 

鹿島市議会の個人情報の保護に関する条例 令和５年３月２３日 

 

 意見書  

件    名  議決年月日  

教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書 令和元年６月２５日 

有明海沿岸道路の整備促進を求める意見書 令和元年１２月２０日 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済対策を求める意見書 令和２年３月２４日 
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済対策等の更なる充実を求める

意見書 

令和２年６月２４日 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地

方税財源の確保を求める意見書 

令和２年１０月７日 

公共交通維持のための財政支援の拡充を求める意見書 令和２年１２月１８日 

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見

書 

令和３年１０月６日 

有明海再生の対策と赤潮被害への支援を求める意見書 令 和 ４ 年 ３ 月 ３ 日 

燃料、肥料、飼料等の価格高騰対策の強化を求める意見書 令和４年１０月５日 

有明海再生に係る諸問題について解決を図るよう求める意見書 令和５年３月２３日 

 

 決議  

件    名  議決年月日  

ロシアによるウクライナ侵略に断固抗議し、即時撤退を求める決議 令和４年３月１８日 

 

要望書  

件    名  提出年月日  

一般国道４９８号（鹿島･武雄間）の早期整備を求める要望書 令和元年１２月２０日 

令和２年７月豪雨による災害復旧に関する要望書 令和２年９月１１日 

有明海西南部における赤潮被害への支援に関する要望書 令和４年３月２９日 

 

提言  

件    名  提出年月日  

議会におけるＩＣＴ活用推進に関する提言について 令和２年１２月２２日 

 

 

 

 

有明海西南部における赤潮被害への支援に関する

要望書を知事に手渡す角田議長 

 

 

議会におけるＩＣＴ活用推進に関する提言書を市

長に手渡す角田議長と松田副議長 
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４  委員会等の開催状況  

 （条例第５条第３項、第６条第３項、第８条第１項、第１１条及び第１２条関係）  

   

市政運営状況の監視及び評価を行うとともに、政策等の水準を高める

ため、市長等に対して、背景、経緯、関係法令等、財源措置、将来負

担、効果等の説明を求めました。  

予算及び決算の審議に当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の

説明を求めてきました。  

また、市政全般についての課題及び市民の意見、要望等の政策形成

への反映に努め、多くの市民が議会と市政に関心を持つような議会活

動に努めました。  

 

委員会、協議会等の開催状況             （単位：日） 

年 度 

総
務
建
設
環
境
委
員
会 

（
委
員
協
議
会
） 

文
教
厚
生
産
業
委
員
会 

（
委
員
協
議
会
） 

議
会
運
営
委
員
会 

（
委
員
協
議
会
） 

公
共
交
通
対
策
特
別
委
員
会 

（
委
員
協
議
会
） 

ま
ち
づ
く
り
対
策
特
別
委
員
会 

（
委
員
協
議
会
） 

議
会
報
告
会 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
推
進 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム 

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会 

新
年
度
予
算
審
査
特
別
委
員
会 

決
算
審
査
特
別
委
員
会 

全
員
協
議
会 

令和元年度 13 20 23 11 7 7 3 12 5 4 23 

令和２年度 8 9 18 7 0 1 7 16 6 4 27 

令和３年度 15 18 20 3 1 6 5 12 5 4 21 

令和４年度 14 19 26 6 3 3 0 9 6 5 24 

※行政視察、議会報告会（リハーサル含）、ＩＣＴ提言手交、タブレット二次審査に

係る日数含む  

 

 

 
令和元年度 公共交通対策特別委員会 

市内循環バス実態調査 

 
令和２年度 決算審査特別委員会 

現地調査 
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５  市民との意見交換  

（条例第６条第３項及び第７条第４項関係）  

 

市政全般についての課題及び市民の意見、要望等を把握し、政策形

成に反映するとともに、政策能力の強化及び政策提案の拡大を図るた

めに、市民等との意見交換の場を設けました。  

 

期    日  意見交換の相手  所   掌  

令和元年 ７月 ９日 放課後児童クラブ支援員  文教厚生産業委員会  

令和元年 ７月３０日 ６地区  区長会長  議会運営委員会  

令和元年 ９月 ６日 鹿島市消防団  総務建設環境委員会  

令和元年１０月 ７日 鹿島市社会福祉協議会  文教厚生産業委員会  

令和元年１２月１８日 鹿島市観光協会  文教厚生産業委員会  

令和２年 ７月 １日 鹿島商工会議所  文教厚生産業委員会  

令和２年 ８月 ５日 鹿島商工会議所  総務建設環境委員会  

令和２年 ９月１５日 祐徳自動車株式会社  公共交通対策特別委員会  

令和２年１１月 ４日 鹿島市シルバー人材センター  文教厚生産業委員会  

令和２年１１月 ９日 有限会社再耕庵タクシー  公共交通対策特別委員会  

令和２年１２月１６日 鹿島市猟友会  文教厚生産業委員会  

令和３年 ６月２９日 佐賀県有明海漁業協同組合鹿島市支所  文教厚生産業委員会  

令和３年１０月２７日 鹿島市ＰＴＡ連合会  文教厚生産業委員会  

令和４年 ７月 ８日 鹿島商工会議所青年部  文教厚生産業委員会  

令和４年 ８月１９日 鹿島高校２年生  全議員  

令和４年１１月 ４日 よみがえれ！有明訴訟原告団・弁護団  文教厚生産業委員会  

令和５年 ２月２２日 明倫小学校  文教厚生産業委員会  

 
 

 

鹿島商工会議所との意見交換会 

 

鹿島高校２年生との意見交換会 
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６  議会広報の充実  

（条例第３条第１号及び第８条関係）  

 

議会活動を市民に対して説明する責務を有することにかんがみ、積極

的に情報の公開を図るとともに、多様な広報手段を活用することによ

り、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう市政に係る情報の広報

に努めました。  

 

議会だよりの発行  
  

 

発行回数  
１７回（原則年４回）  

第９７号～第１１３号  

発行部数  各回１０，７００部 

主な  

掲載内容  

本会議における一般質問、

議案審議の質疑・答弁・討論

等の状況・採決結果（議員の

賛否）、各委員会活動の報告

等 

  

 

市議会ホームページによる広報     

URL https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/57.html 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/57.html
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本会議のインターネット中継  

☞  市議会ホームページの“議会中継”から視聴できます。  

 

 

   

７  議場傍聴  

（条例第７条第２項関係）  

 

開かれた議会運営に資す

るため、本会議を公開しま

した。  

 

 

 

本会議の傍聴者数   （単位：人）  
 

令和２年度  令和３年度  令和４年度  

１４  ４７  ２３  

 

 

８  議場の開放  

（条例第７条第５項関係）  

 

鹿島高校２年生１６名との意見交換会後、議場の案内を行いました。  
 

            （令和４年８月１９日撮影）  
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９  情報公開請求の状況  

（条例第７条第１項関係）  

 

鹿島市議会情報公開

条例に基づき、議会情

報の公開の手続きを行

いました。  

情報公開請求の件数  
 

令和元年度  令和２年度  令和３年度  令和４年度  

２件  ０  ０  ０  

 

 

１０  議会報告会の実施  

（条例第６条第３項及び第９条関係）  

 

市政全般についての課題及び市民の  

意見、要望等を的確に把握するとともに、  

市民に対する説明の場を設けるために  

議会報告会を実施しました。  

 

 

議会報告会の開催状況  

 

令和元年度  

第１０回  議会報告会  
 

参加者  

市民  ９２人  

議員  １５人  

日時：令和２年１月２９日（水） 19:00～ 21:00 

場所：鹿島市生涯学習センター  エイブルホール  

内容  

・第一部「鹿島市議会  今期の活動報告について」  

・第二部「これからの鹿島市の課題について」  

①新鹿島市民会館（仮称）建設  

②鹿島市の防災対策  

・参加者との意見交換  

令和２年度  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止  

令和３年度  

第１１回  議会報告会  

１月２８日開催予定であったが新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止  

令和４年度  

第１２回  議会報告会  

（議員とかたる会）  

１月２７日開催予定であったが新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止  
後日、書面による報告を行った。  

 

 
第１０回 議会報告会 
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１１  議会運営等改革検討会の設置  

（条例第１５条関係）  

 

ＩＣＴを活用した議会改革に取り組むため、議会運営等改革検討会と

して、ＩＣＴ活用推進プロジェクトチームを設置しました。  

 

ＩＣＴ活用推進プロジェクトチームの活動  

   議会運営の効率化、情報伝達の迅速化、ペーパーレス化等を目的にタブレット

型端末の導入を行いました。  

 

  ・主な経緯  

令和元年  ６月  ＩＣＴ推進プロジェクトチームの設置  

令和元年  ９月  県内の導入状況の調査  

令和元年１０月  先進地視察（鳥栖市）  

令和２年  ７月  先進地視察（武雄市）  

令和２年  ８月  タブレット型端末操作デモンストレーションの実施  

令和２年１２月  議会におけるＩＣＴ活用推進に関する提言書を市長に提出  

令和３年  ３月  タブレット型端末導入経費を新年度予算に計上  

令和３年  ６月  タブレット型端末導入プロポーザル二次審査  

令和３年  ８月  タブレット型端末の導入・操作研修  

令和３年  ９月  ９月議会から使用開始（紙・データ併用）  

令和４年  ４月  ペーパーレス化開始  

 

・導入台数：１９台（議員１６台、事務局３台）  

 

・導入機種・ソフト  

    タブレット型端末： iPad（レンタル）、文書共有システム： SideBooks 

    ビジネスチャット： WowTalk 

 

 

タブレット型端末会議システム画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

タブレット型端末操作研修 
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１２  行政視察（訪問・受け入れ）  

（条例第３条第４号関係）  

 

地方分権の進展に的確に対応するため、議会改革を推進し、他の自治

体の議会との交流を行いました。  

 

行政視察の実施状況  

視察年月日  

（所   掌）  
視  察  先  主な視察項目  

令和元年 

１０月２３日～２５日 

（文教厚生産業委員会） 

小松市（石川県） 

鯖江市（福井県） 

あわら市（福井県） 

子育て支援の取り組み 

食育推進プランと地産地消の取り組み 

子ども・子育て支援事業 

令和元年 

１１月５日～７日 

（総務建設環境委員会） 

和歌山市（和歌山県） 

奈良市（奈良県） 

彦根市（滋賀県） 

岩国市（山口県） 

不良空き家の除去に係る補助金事業 

町屋保存事業 

予約型乗合タクシー運用 

市民会館改修事業 

令和元年 

１１月１３日～１５日 

（まちづくり対策特別委員会） 

日田市（大分県） 

延岡市（宮﨑県） 

竹田市（大分県） 

大津町（熊本県） 

駅前広場整備事業 

駅周辺整備事業 

城下町交流拠点施設・歴史文化交流センター整備事業 

企業誘致の取り組み 

令和２年 

１月２２日～２４日 

（議会運営委員会） 

岩倉市（愛知県） 

藤枝市（静岡県） 

焼津市（静岡県） 

熱海市（静岡県） 

議会改革、議会運営 

令和３年 

１１月１０日～１２日 

（総務建設環境委員会） 

大村市(長崎県) 

別府市（大分県） 

 

豊前市（福岡県） 

宇佐市（大分県） 

田川市（福岡県） 

ゴミ戸別収集、し尿汲み取り手数料 

ＲＰＡ（ロボットによる業務自動化）や業務アプリ作

成クラウドサービスの活用 

危険老朽家屋等除却推進事業 

駅舎・駅前周辺整備 

移住・定住対策事業 

令和３年 

１１月１５日～１７日 

（文教厚生産業委員会） 

鹿児島市（鹿児島県） 

霧島市（鹿児島県） 

九州農政局 

御船町（熊本県） 

荒尾市（熊本県） 

宗像市（福岡県） 

ボランティアセンターの取り組み 

子育て支援事業 

有明海再生の取り組みや中山間地域農業対策 

グランピング事業（アウトドア施設） 

干潟水鳥・湿地センターの運営 

道の駅の経営形態や市との関わり 
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令和４年 

６月２９日～７月１日 

（議会運営委員会） 

吉川市（埼玉県） 

牛久市（茨城県） 

川崎市（神奈川県） 

高校生議会等の取り組み、議会改革、議会運営 

令和４年 

１０月１２日～１４日 

（総務建設環境委員会） 

静岡県庁 

 

藤枝市（静岡県） 

伊東市（静岡県） 

ウーブンシティ（最先端ＤＸ実験都市）の概要と自治

体の関わり 

空き家対策 

移住・定住対策 

令和４年 

１０月２６日～２８日 

（文教厚生産業委員会） 

島根大学 

松江市（島根県） 

豊岡市（兵庫県） 

中海干拓・淡水化事業 

有機農産物推奨や障害と向き合った就労支援 

有機農業・スマート農業 

令和４年 

１１月１４日、１５日 

（公共交通対策特別委員会） 

美祢市（山口県） 

臼杵市（大分県） 

田川市（福岡県） 

地域公共交通 

地域公共交通 

駅舎・駅前整備 

 

 

令和３年度 荒尾干潟水鳥・湿地センター行政視察 

 

 

 

令和４年度 伊東市行政視察 

 

 

行政視察の受入状況  

視察年度  視  察  団（視察人員）  

令和元年度  

鳥取県倉吉市議会（６人）、福岡県うきは市議会（８人）、静岡県熱海市議会

（１人）、茨城県鉾田市議会（２０人）、広島県竹原市議会（８人）、沖縄県名

護市議会（６人）、静岡県伊東市議会（１０人） 

令和２年度  受入なし  

令和３年度  山梨県甲斐市議会（６人）、大分県別府市議会（２人） 

令和４年度  

大阪府交野市議会（１１人）、新潟県新発田市議会（７人）、愛知県春日井市

議会（９人）、島根県議会（２３人）、佐賀市議会（２５人）、佐賀県議会（２

１人）、長崎県議会（２８人）、福島県白河市議会（４人）、北海道旭川市議会

（６人） 
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１３  議員研修  

（条例第４条及び第１７条関係）  

 

基本条例の理念を浸透させるため、  

同条例の研修を行うとともに、政策  

形成及び政策立案能力の向上を図る  

ため、議員研修の充実強化を図りま  

した。  

 

新任議員研修の実施状況  
 
【令和元年度】  新任議員４名  

期   日  研  修  内  容  

５月１６日  行政組織、総合計画、実施計画、財政状況、事務分掌、新年度

予算、主要事業等について執行部より説明  

【令和４年度】  新任議員３名  

期   日  研  修  内  容  

４月２７日  倫理綱領、基本条例、議会の構成、議会運営、５月臨時会、委

員構成、議会全般等について議会運営委員会委員長及び議会事

務局より説明  

５月２日、１３

日、２５日  

議会事務局によるタブレット型端末操作研修  

５月１６日、１

７日  

行政組織、総合計画、実施計画、財政状況、事務分掌、新年度

予算、主要事業等について執行部より説明  

 

個人研修の実施状況  

年  度  
延研修

人数  
研修内容  

令和元年度 ６人  

・高齢者・介護施策先進地視察研修 

・「全世代型社会保障と介護保険の課題」講座受講 

・ウエルピーポイント（社会活動に対するポイント付与制度）活用事例視

察研修／健康づくり支援プラットフォーム整備等事業視察研修 

・市町村アカデミー「市町村議会議員特別セミナー」受講 

・障害者の自立と政治参加に関する講演会・意見交換会への参加 

 

令和４年度 新任議員研修会 
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令和２年度 ６人  

・他自治体市民会館等建設事例研修／防災ボランティア・災害復旧事例

視察研修 

・議員セミナー「自治体議会の危機管理～新型コロナ禍等への対応～」 

受講 

・災害トイレの開発／沿岸部の津波避難対策／子育て支援事業／サテラ

イトオフィス事業先進地視察研修 

令和３年度 ４人  

・ＲＰＡ（ロボットによる業務自動化）活用事例視察研修 

・電力販売収益の地域活用事例視察研修 

・「先進建設・防災・減災技術フェア in熊本 2021」への参加 

令和４年度 ７人  

・「子どもの貧困問題の基礎」研修会受講 

・ＡＩ運行バス・オンデマンドバス活用事例視察研修 

・「九州ＤＸ推進シンポジウム」・「デジタル田園都市国家

構想応援団ワークショップ」への参加  

 

その他の研修の実施状況  

期   日  研  修  内  容  

令和３年８月２日  導入・運用業務受託者によるタブレット型端末操作研修  

文書共有システム運営会社によるオンライン操作研修  

令和３年８月２４日  議会事務局によるタブレット型端末操作研修  

令和３年１１月４日  導入・運用業務受託者によるタブレット型端末操作研修  
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参考資料  
 

○鹿島市議会基本条例 
平成22年 9月27日 

条例第10号 

改正  平成23年 3月 7日条例第 6号 

平成31年 3月22日条例第12号 

 

目次  

前文  

第１章  基本理念及び基本方針 (第１条―第４条 ) 

第２章  議会及び議員の活動原則 (第５条―第６条 ) 

第３章  市民との関係 (第７条―第８条 ) 

第４章  市長等との関係 (第１０条―第１３条 ) 

第５章  議会の権能の強化 (第１４条―第１９条 ) 

第６章  政治倫理 (第２０条 ) 

第７章  見直し手続 (第２１条・第２２条 ) 

附則  

地方分権の進展により、地方公共団体の自己決定・自己責任の範囲が拡大する中

で、議員の合議体である議会は、市長とともに市民の直接選挙により選出された市民

の代表であるという二元制の一翼を担う機関として、その果たすべき役割と責務は

益々重要なものになっている。  

議会は、市長その他の執行機関と対等な関係を構築し、市民の福祉の向上と将来の

まちづくりに向けて、意思決定機関及び行政の監視機関としての役割を十分に発揮し

なければならない。  

市民の代表として選ばれた議員は、市民の代弁者であるとともに、市民協働のまち

づくりを実現するために、市民への情報発信と意見の収集を積極的に行い、政策立案

能力の向上に努め、あわせて議会での意思決定に関する説明責任を果たす必要があ

る。  

よって、ここに鹿島市議会は開かれた議会を推進し、議会運営の基本的事項を定

め、議会の役割と活動の指針を明確にして、市民の負託に応えることを宣言し、この

条例を制定する。  

 

第１章  基本理念及び基本方針  

(目的 ) 

第１条  この条例は、二元代表制の下、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則等

を定め、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基

本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確にこた

え、もって市民福祉の向上及び公正で民主的市政の発展に寄与することを目的とす

る。  

(基本理念 ) 

第２条  議会は、分権時代を迎えて「市民が主役」の議会を目指し、市民自治の観点

から真の地方自治の実現に取り組むものとする。  

(基本方針 ) 

第３条  議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づいた議会活

動を行うものとする。  
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⑴  議会活動を市民に対して説明する責務を有することにかんがみ、積極的に情報

の公開を図るとともに、市民が参画しやすい開かれた議会運営を行うこと。  

⑵  議会の本来の機能である政策決定並びに市長等の事務の執行について監視及び

評価を行うこと。  

⑶  提出された議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策立案や政策提言に取り

組むこと。  

⑷  地方分権の進展に的確に対応するため、議会改革を推進し、他の自治体の議会

との交流及び連携を行うこと。  

(最高規範性 ) 

第４条  この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反す

る議会の条例、規則等を制定してはならない。  

２  議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速

やかにこの条例の研修を行わなければならない。  

第２章  議会及び議員の活動原則  

(議会の活動原則 ) 

第５条  議会は、議員、市長、市民等の交流と自由な討論の場であるとの認識に立つ

ものとする。  

２  議会は、主権者である市民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性

及び信頼性を重んじ、市民に開かれた議会運営を行い、市民参加を目指して活動す

るものとする。  

３  議会は、市の施策に対する意思決定を行う議決機関として、市政運営状況の監視

及び評価を行うとともに、適切な判断と責任ある活動を行い、市民に対して説明す

る責務を有する。  

(議員の活動原則 ) 

第６条  議員は、市民全体の福祉の向上を目指して議会活動を通じて市民の負託に応

えるものとする。  

２  議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識

し、議員相互間の自由な討議を尊重するものとする。  

３  議員は、自己の能力を高める不断の研さんに努め、市政全般についての課題及び

市民の意見、要望等を的確に把握し、政策形成に反映するとともに、市民に対して

説明する責務を有する。  

第３章  市民との関係  

(市民との関係の基本原則 ) 

第７条  議会は、鹿島市議会情報公開条例 (平成１２年条例第４５号 )との整合を図り

つつ、議会の活動に関する資料を原則公開するとともに、市民に対する説明責任を

十分に果たさなければならない。  

２  議会は、開かれた議会運営に資するため、本会議のほか、常任委員会、議会運営

委員会及び特別委員会を原則として公開するものとする。  

３  議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営に当たり、地方自治

法 (昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。 )第１０９条、法第１０９条の２

及び法第１１０条の規定による参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、市民

の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。  

４  議会は、政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るために、議員の全

部又は一部と市民等との意見交換の場を設けることができる。  

    (平 23 条例 6・一部改正 ) 

５  議会は、議場開放等の取組を必要に応じ行うものとする。  
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     (平 31 条例 12・一部改正 ) 

(議会広報の充実 )                        

第８条  議会は、議会独自の観点から、多様な広報手段を活用すること  

により、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう市政に係る情報の広報に努める

ものとする。  

２  議会は、議会の活動及び運営等について広報を行うために、毎定例  

 会終了後に鹿島市議会だよりを発行するものとする。  

     (平 31 条例 12・一部改正 ) 

(議会報告会 ) 

第９条  議会は、議会報告会を必要に応じ行うものとする。  

第４章  市長等との関係  

(市長等との関係の基本原則 ) 

第１０条  議会は、市長との立場及び権能との違いを踏まえ、市長その他の執行機関

(以下「市長等」という。 ) と、常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及

び評価を行うとともに、政策立案及び市長等への政策提言を通じて、市政の発展に

取り組まなければならない。  

２  市長等の職員は、本会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会におい

て、議長又は委員長の許可を得て、質問することができる。  

(市長等による政策等の形成過程の説明 ) 

第１１条  議会は、市長等が提案する計画、政策、施策、事業等 (以下「政策等」と

いう。 ) について、政策等の水準を高めるため、市長等に対して、次に掲げる事項

の説明を求めるものとする。  

⑴  必要とする背景  

⑵  提案に至るまでの経緯  

⑶  総合計画における根拠又は位置付け及び整合性  

⑷  関係する法令及び条例等  

⑸  財源措置及び将来負担すべき経費  

⑹  政策等の効果  

２  議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、立案及び執行における論

点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努め

るものとする。  

(予算及び決算の審議における政策説明 ) 

第１２条  議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準  

じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長等に求めるものとする。  

(平 23 条例 6・一部改正 ) 

(市政に係る重要な計画の議決等 ) 

第１３条  法第９６条第２項の規定に基づく議会の議決事件は、鹿島市における総合

的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画の策定、変更等とす

る。  

２  議会は、市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために

計画の概要を公表し、広く市民等から意見等を募集するときは、あらかじめ市長等

にその理由及び概要の説明を求めるものとする。  

第５章  議会の権能の強化  

(会派 ) 

第１４条  議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。  
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２  会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、会派間で調整を行い、合意形

成に努めるものとする。  

(議会改革の推進 ) 

第１５条  議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会運営等改

革検討会を設置する。  

(専門的事項に関する調査 ) 

第１６条  議会は、議案の審査又は市の事務に関する調査のために必要な専門的事項

に係る調査に当たり、学識経験を有する者等を積極的に活用するものとする。  

(議員研修の充実強化 ) 

第１７条  議会は、政策形成及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強

化を図るものとする。  

(平 23 条例 6・一部改正 ) 

(議会図書室 ) 

第１８条  議会図書室は、法第１００条第１９項の規定により、誰もが利用すること

ができる。  

２  議会は、調査研究に資するため、議会図書室の図書等の充実に努め、その有効利

用を図るものとする。  

(平 23 条例 6・一部改正 ) 

(議会事務局の体制整備 ) 

第１９条  議会は、政策形成及び政策立案能力の向上を補助する組織として、議会事

務局の調査及び法務機能の充実強化を図るものとする。  

(平 23 条例 6・一部改正 ) 

第６章  政治倫理  

(政治倫理 ) 

第２０条  議員は、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、市民の代表とし

て良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならな

い。  

２  前項に定めるもののほか、政治倫理の確立及び向上に関しては、鹿島市議会倫理

綱領の定めるところによる。  

第７章  見直し手続  

(見直し手続 ) 

第２１条  議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するために、任

期末に活動報告書を作成するものとする。  

２  議会は、常に市民の意思、社会情勢の変化等を勘案して議会運営に係る不断の評

価と改善を行い、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加

え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  

    (平 31 条例 12・一部改正 ) 

(補則 ) 

第２２条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会に諮って定

める。  

附  則  

この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。  

附  則 (平成２３年条例第６号) 

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 (平成３１年条例第１２号) 

この条例は、公布の日から施行する。
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